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沼津市立病院医療情報システム更新業務プロポーザル審査基準 

 

１ 選考方法 

⑴ 企画提案書等提出書類と選考会（プレゼンテーション）を基に、沼津市立病院

医療情報システム更新業務事業者選定委員会（以下「委員会」という。）において

総合的に評価を行う。 

ただし、合計点数が 600 点を超える者がいなかった場合は、契約候補者を選定

しない。 

なお、評価点が最も上位の者が何らかの事由により事業の運営をすることが困

難になった場合は、次に評価点が高い者から順に協議を行う。 

 

⑵ 総合評価点の最高得点者が２者以上あるときは、次の順序で選考を行う。 

ア ⑴技術点 ②選考会における提案 「導入時のデータ移行と導入後における

データ標準化に対する考え方」と「導入後の医療情報システムのランニングコス

ト・保守に関すること」の合計点数が高いもの 

イ ⑴技術点 ②選考会における提案 「二要素認証に対する提案」と「リモ

ートメンテナンス機器等、サイバーセキュリティ対策に関する考え方」の合計

点数が高いもの 

 

２ 評価項目 

評価項目 配点 合計配点 

(1)技術点 

①システム仕様の担保 200 

1000 

②選考会における提案 800 

 1000/1000 

 

  

【別添２】 
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３ 技術点の評価方法 

⑴ 技術点は、沼津市立病院医療情報システム更新業務基本仕様書に定める各要件の仕様

（以下「システム仕様」という。）に対する提案者の対応方法等について当てはまるも

のを１つ選択して記号で回答する択一式回答と選考会における説明内容の評価の２種

類とする。 

⑵ 技術点の合計点数は 1000 点満点とする。うちシステム仕様書回答の配点を 200 点満

点、企画提案書における説明内容の評価の配点を 800 点満点とし、各評価項目の配分

は評価基準に定める最高点を上限とする。 

⑶ ①システム仕様の担保に対する評価は、提出された回答書に対して、⑷に示すシステ

ム仕様の担保の回答評価基準（以下「評価基準①」という。）に基づき評価を行う。 

⑷ 評価基準① 

技術点 ①システム仕様の担保 

評価項目 最高点 

共通要件(端末要件含む) 30 

電子カルテシステム 60 

ＤＩ検索システム 10 

診療情報管理システム 10 

看護勤務表作成システム 10 

ＤＰＣコーディングシステム 10 

資源管理システム 10 

手術管理システム 10 

診察表示板システム 10 

再来受付機システム 10 

院内メールサーバ 10 

統合診療支援システム 10 

ＭＥ機器管理システム 10 

①の合計点 200 
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⑸ ①システム仕様の担保の採点基準 

ア システム仕様の担保に対する回答は、次のイに示す回答選択肢及び配点に定める

回答内容から該当するものを１つ選択して、記号で回答するものとし、選択された回

答については、同項に示す減点基準に基づき評価を行う。 

イ 回答選択肢及び配点は下表のとおりとする。 

記号 評価項目 減点基準 

Ａ 
標準機能（パッケージシステム）またはオプション機

能として満たしている。 
０ 

Ｂ 
運用で対応、またはカスタマイズ等条件付で満たすこと

ができる。 
－１ 

Ｃ 満たすことができない。（記載なしはＣとみなす。） 不可 

 

ウ 回答条件は以下のとおりとする。 

① 回答Ａ、Ｂは、すべて提案価格の範囲内で実現できるものとし、別途追加費用

が発生しないようにすること。 

② Ｃの回答をしたものは失格とする。 

③ 一つの項目の要求仕様に対し２つ以上の回答を選択し記載した場合は、当該要

求仕様の回答を無効とする。 

エ 各評価項目の得点算出方法は非公開とする。なお、各評価項目の最高点は(4)によ

る。 

⑹ ②選考会における説明に対する評価は、（7）に示す選考会における評価基準（以下

「評価基準②」という。）に基づき評価を行う。 
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⑺ 評価基準② 

 技術点 ②選考会における提案 

評価項目 審査視点 配点 

利用者に配慮した提

案内容 

・仕様書に基づき、企画提案の基本的な考え方、業

務の要旨を理解したうえで、具体的な提案になって

いるか。 

・更新において、診療への影響を考慮した提案内容

となっているか。 

50 

二要素認証に対する

提案 

・「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ

イン第 6.0 版」のシステム運用編 14 に記載されて

いる内容を満たしているか。 

・当院が他システムで利用している Mifare カード

を共有利用する運用が可能であるか。 

・複数システムにおけるログインの共有が可能であ

るか。 

・操作性が簡便でユーザーが利用に迷わない提案が

されているか。 

・カード紛失、ユーザー管理等、運用におけるセキ

ュリティ対策についての説明が含まれているか。 

100 

リモートメンテナン

ス機器等、サイバーセ

キュリティ対策に関

する考え方 

・安全な考慮した接続方法の提案がされているか 

・「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チ

ェックリスト（事業者確認用）」の各項目に対応で

きるシステム構成であるか。 

（クライアントパッチ適用に対応が困難な場合は

それを補う運用方法を提案すること。） 

100 

システム、ネットワー

ク等の障害発生時の

対応方法 

・障害発生時の適切な対応体制が提案されている

か。 
50 

導入時のデータ移行

と導入後におけるデ

ータ標準化に対する

考え方 

・現行システムからのデータ移行に不足はないか。 

・今後のシステム更新やデータ活用への対応も踏ま

え、保存するデータ形式の標準化が可能なシステム

であるか。 

200 
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導入後の医療情報シ

ステムのランニング

コスト・保守に関する

こと 

・７年間継続利用可能なソフトウェア及びハードウ

ェアの保守を行うことができるか。 

・別紙５で示す運用サポート業務を継続して実施す

ることができるか。 

・導入後の保守や運用サポートに関するランニング

コストは適切であるか。 

200 

工程表 

・前システムからの引き継ぎ及びシステムの導入調

整から稼働までの工程は確実で無理のないスケジ

ュールが提案されているか。 

50 

実施体制 ・業務の実施体制は適切であるか。 50 

②の合計点 
 

800 

 

⑻ 選考会（プレゼンテーション） 

ア 提案者の出席者は４名以内とする。 

イ プレゼンテーションは、企画提案書の口頭説明と選定委員との質疑応答により

行う。口頭説明は、沼津市立病院医療情報システム更新業務プロポーザル実施要領

の「９ 企画提案書等の提出」の⑴の②～⑤の順に説明するものとし、委員会の

委員が項目を把握しやすいようわかりやすく説明すること。 

ウ 所要時間は 45 分以内とする。時間配分の目安は、説明 30 分、質疑応答 15 分

とする。なお、開始時間の 10 分前から準備することができる。また、この準備

時間及び片付け時間は、所要時間 45 分には含まない。 

エ 電源、プロジェクター、スクリーンは当院で用意するが、その他必要な機材等

は提案者が用意する。 

オ プレゼンテーションの際、自己の事業者名称を発言するなど、審査委員が事業

者を特定できる発言等をしてはならない。審査委員が事業者名を特定できる発

言であると当院が認めた場合、その者は失格とする。 

⑼ 選考会における、評価基準②の各評価項目の得点算出方法は非公開とする。 


